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イワタニは60余年にわたり、産業用から民生用まであ
らゆるガスの分野において常に新商品・新用途の開発で
時代をリードする役割を果たしてまいりました。
数多くのガスの中でも特に広い分野に使用されている
のが炭酸ガスです。今や、その用途は溶接・飲料を始め、
製鋼・化学工業原料から、農業分野にまで大きく拡が
っています。また、イワタニは炭酸ガスを農業技術分野
に活用し、光合成促進等、大自然の力を引き出すかた
ちなどで、炭酸ガスを固定化する事業にも、積極的に
取り組んでいます。
ガスの生産・供給から、アプリケーションまでの総合的
な取組によってイワタニは皆様のニーズにお応えして
まいります。

拡がる炭酸ガスのニーズに
総合力で応えるガスのイワタニ
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炭酸ガスの用途 人々の豊かな暮らしに、深くかかわる炭酸ガス
炭酸ガスは初期は清涼飲料水に利用され、その後ドライアイ
スの原料として需要は急増しました。次第に鋳物用の砂型
成形や溶接にも用いられるようになり、飛躍的に需要が伸
びました。さらに近年になり、鉄鋼向け複合吹練・化学工業
原料・食品冷却・農業向けなどに用いられるようになり、炭
酸ガスの利用分野は年々大きな拡がりをみせています。

生化学的用途
●炭酸ガス施肥
●米、麦くんじょう
●炭酸ガス培養
●動物の炭酸ガス麻酔

化学反応原料剤
●化学工業原料
●PHコントロール
●炭酸ガス鋳型
●炭酸ガス抽出
●炭酸飲料

圧力源としての用途
●エアゾールの噴霧剤
●粉末消火器
●炭酸飲料の押出
●救命ボートのガス源

不活性ガスとしての用途
●消火剤
●殺菌ガスの希釈剤
●炭酸ガスアーク溶接
●原子炉用冷却剤

冷却剤としての用途
●食品の冷却・急速凍結
●配管の凍結工法
●炭酸ガスブロー成形
●ゴムの加工・バリ取り
●金属の冷却処理(サブゼロ・冷しばめ)
●ドライアイス

その他の用途
●複合吹練製鋼
●舞台演出(白煙発生)
●洗浄
●医療用



炭酸ガスの
アプリケーション機器

炭酸ガス施肥システム

植物工場

中和装置

ミニドライボックス

ペレタイザー

ハイレー

スノーシャワー

ドライアイス洗浄機

農作物の成長促進に効果のあ
る炭酸ガスの濃度コントロー
ルを自動的に行なう装置です。
コンピュータによりハウス内
を常に最適な状態にコントロ
ールし大幅な収量アップが期
待できます。

清潔で作業性の良い「土を使
用しない養液栽培」と光合成
に必要な炭酸ガスの濃度制御、
ヒートポンプ等による温度制
御により、野菜の生育に適し
た栽培環境を提供。これから
の日本の安全・安心な野菜づ
くりに向けて、新たな事業モ
デルを提案します。

CO2ガスを使用してアルカリ
性排水を中和する装置です。
硫酸・塩酸などの酸性液で中
和する方法に比べて安全性に
すぐれ、二次公害発生の心配
がなく確実に処理を行います。

一番簡単なドライアイス製造
機です。動力源はいらず炭酸
ガスの圧力だけで造ります。

ペレット状ドライアイスを製
造する機械です。コンピュー
タ制御による完全自動運転で、
製造能力の違いによって様々
なタイプがあります。

液化炭酸ガスの強力な凍結能
力と、コスト重視の機械式冷
凍機を組合せた絶品の冷凍食
品を作るフリーザーです。ラ
ンニングコストが従来のガス
式の1/2～1/3ですみます。

-79℃のスノー状ドライアイス
を必要な時、必要な量が簡単
に作れます。
食品の急速冷却、冷却輸送に
最適です。

ドライアイスの粒子を空気圧
でブラストさせる洗浄システ
ムです。洗浄時間を大幅に短
縮でき、二次汚染物も大幅に
削減できます。

スノーシューター
コンベアに投入された冷凍食
品出荷用保存箱にスノー状ド
ライアイスを連続定量自動充
填する装置です。
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標準供給
フローシート イワタニの貯蔵・供給システムを駆使して

キメ細かくユーザーに対応
炭酸ガスの利用技術は様々です。また、その利用条件(方法・
形態・量)も様々です。
イワタニは皆様の必要とする条件に最も適した方法で安定
した供給をいたします。
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貯蔵供給設備 いうなれば「カスタムメイド」
これがイワタニのガス供給の考え方です

よりスピーディに、合理的に、そしてフレキシブルに…。
時代とともに、お客様のニーズは刻々と変化しています。こ
うしたお客様のご要望に的確に応えるために、イワタニでは
ガス供給の設計・製作段階から取り組んでいます。そして経
験豊かな技術陣が、多彩な供給機器にも反映させながら、
最適のシステムをエンジニアリングしています。イワタニは、
ガス供給分野でもつねに、バリューデザイナーでありたいと
願っています。

ローリ

製造工場より需要先まで炭酸ガスを運ぶの
が、液化炭酸ガスローリです。低温の状態
のまま運ぶため断熱仕様となっています。
イワタニでは常に最新の専用車を十分にそ
なえ、機敏で柔軟な配送に努めております。
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液化炭酸ガス貯槽

可搬式炭酸ガス容器

炭酸ガス容器

液化炭酸ガス蒸発器

コールド・エバポレーター

LGC

シリンダー

ベーパーライザー

液化炭酸ガスを貯蔵するのが、CE（コー
ルドエバポレーター）と呼ばれる真空断熱
容器です。この容器は内槽と外槽からなる
二重殻構造で、内槽にはステンレス、外槽
と空間にパーライトを充てんし、更に真空
にして断熱をしています。このため蒸発ロ
スが非常に少なく、圧力上昇は極めて少な
くなっています。

低温液化ガスタンクを軽量小型化し、可搬
式にした液化ガス容器です。液化ガスが簡
単に取り出せるなど、作業の合理化にも役
立ちます。炭酸ガスの場合、この容器一本
で30kg入り容器の約5本分に相当するた
め設置面積が少なくてすみ、取り替え時間
も大幅に短縮できます。

最も一般的な容器がシリンダーと呼ばれる
高圧容器です。イワタニでは鋼製シームレ
ス（継目なし）容器を用いています。シー
ムレス容器には更に液体として取り出すこ
とを目的としたサイフォン管付容器があり
ます。バルブも最近は残液量が確認できる
タイプもあります。

使用目的により需要先で使われる炭酸ガス
の状態は様々です。蒸発器は電熱器により
液化炭酸ガスを加熱気化させ、自動制御に
より目的に応じた安定した流量・圧力を供
給します。
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保安・法規

用語の説明
第一種保安物件
同一敷地外の学校、幼稚園、病院、映画

館、保護施設・老人福祉施設・有料老人ホ
ーム、重要文化財、博物館、駅、デパー
ト・ホテル・マーケット等の不特定多数の
者が利用する施設。

第二種保安物件
同一敷地外の住宅。

処理量
圧縮、液化その他の方法で１日に処理す

ることができるガスの容積をいい、０℃、
大気圧に換算した値です。

第一種製造者
不活性ガスとその他のガスがある場合

は、次式より「Ｔ」の値を求め､「Ｔ」が
不活性ガスとその他のガスの処理量の合算
値より小さければ第一種製造者となりま
す。
Ｔ＝100＋（2／3）Ｓ
Ｔ：処理量（m3／日）
Ｓ：不活性ガスの処理量（m3／日）で、

０m3／日を超え300m3／日未満
例）酸素50m3／日と炭酸180m3／日の設

備がある場合、処理量は50＋180＝
230m3／日となる。一方、Ｔ＝100＋
（2／3）×180＝220m3／日となる。
Ｔは処理量230m3／日より小である
から、第一種製造者となる。

保安・法規（炭酸ガス）
炭酸ガスを使用する場合には、高圧ガス

保安法の適用を受けます。同法では製造、
貯蔵、消費等について規制しています。
設備内容、貯蔵量により許可申請や届出

が必要となります。

製造
貯槽の加圧蒸発器による液面加圧、気化

器により気化し、ガス化した圧力が１MPa
（≒10.2kg/cm2）以上の場合、減圧弁の出
口圧力が１MPa（≒10.2kg/cm2）以上とな
る場合も製造行為となります。
製造となる場合には、所定の計算式で求

める処理能力により規制内容が異なりま
す。

第一種製造者
処理能力が300m3/日以上（25kg/時以上

の気化器を使用する場合に相当）の場合に
該当し、知事の許可が必要となります。
設備の基準として、耐圧・耐震性能の外、
民家、学校等に対する設備距離（保安距離)、
警戒標、バルブの開閉方向の明示措置等が
あります。
新設時の完成検査(軽微な変更工事を除

く)の外、保安検査・定期自主検査が必要で
す。危害予防規程の届出、保安教育計画の
制定も必要です。
設備内容によっては製造保安責任者資格

を必要としますが、貯槽と気化器だけの場
合には工学系大学卒業者等から選任した保
安監督者が監督すれば資格者を必要としま
せん。

第二種製造者
処理能力が300m3/日未満の場合に該当

し、事前に知事への届出が必要となります。
設備の基準は、第二種製造者でも処理能

力が30m3/日以上と未満で異なり30m3/日以
上の場合は第一種製造者と同じです。完成
検査や保安検査はありませんが定期自主検
査は必要です。
貯蔵量が３トン（300m3）以上の場合は

貯蔵所の許可又は届も必要となります。

貯蔵
1.5kg（0.15m3）を超える高圧ガスを貯蔵

する場合には規制があり、貯蔵量により、
許可、届が必要となります。
但し、第一種製造者に該当する場合は貯

蔵の許可、届出は不要となります。

設備距離
製造施設及び貯蔵設備の外面から第一種

保安物件に対し第一種設備距離以上、第二
種保安物件に対し第二種設備距離以上を確
保する必要があります。なお、通達により、
第二種設備距離は自社内で確保するように
指導しています。

完成検査
第一種製造施設又は第一種貯蔵所の設置

工事が完成したときは、都道府県知事、高
圧ガス保安協会又は指定完成検査機関（民
間の検査会社等）が行う完成検査を受けな
ければなりません｡（知事以外で保安検査
を受けた場合は、知事に届が必要｡）
軽微な変更
軽微な変更には、届を必要としない照明

設備・通報設備・消耗品等の取替えと届出
を必要とする処理能力の変更を伴わないガ
ス設備の取替え等があります。
保安監督者
減圧弁、気化器等により炭酸ガスを製造

する場合には「製造の保安について監督す
る者｣（保安監督者）を選任します。多く
の都道府県では選任の届出を義務化してい
ます。保安監督者は高等専門学校、大学等
において理学若しくは工学に関する課程を
修めて卒業した者等から選任します。
第一種貯蔵所
不活性ガスとその他のガスがある場合

は、次式より「Ｎ」の値を求め､「Ｎ」が
不活性ガスとその他のガスの貯蔵量の合算
値より小さければ第一種貯蔵所となりま
す。
Ｎ＝1000＋（2／3）Ｍ
Ｎ：貯蔵容積（m3）
Ｍ：不活性ガスの貯蔵量（m3）で、０m3

を超え3,000m3未満
例）酸素500m3と炭酸1,800m3の設備があ

る場合、貯蔵量は 500＋ 1800＝
2300m3となる。一方、Ｎ＝1000＋
（2／3）×1800＝2200m3となる。Ｎ
は貯蔵量2,300m3より小であるから、
第一種貯蔵所となる。

労働安全衛生法
CE設備の場合、第一種圧力容器取扱作

業主任者の選任及び掲示することが必要と
なります。

第一種貯蔵所
貯蔵量が30トン（3,000m3）以上の場合

に該当し、事業所ごとに知事の許可が必要
です。資格者は必要としません。
設備の基準として、耐圧・耐震性能の外、
保安物件に対する設備距離（保安距離)、警
戒標等があります。
新設時の完成検査、軽微な変

更工事以外については完成検査
を受けなければなりません。

第二種貯蔵所
貯蔵量が３トン（300m3）以

上30トン（3,000m3）未満の場
合で、事前に知事へ届が必要となり
ます。
設備の基準は、第一種貯蔵所と同

じです。

その他の貯蔵
貯蔵量が３トン（300m3）未満の場合は

許可・届を必要としませんが、充てん容器
と残ガス容器の区分、40℃以下の貯蔵、転
倒転落防止措置、バルブの損傷防止措置な
どの規制があります。
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尼崎ガスセンター
〒660-0842 尼崎市大高洲町10

TEL.（06）6409-1088

9

供給網

きめ細かなガス供給サービス
発展を続けるイワタニのネットワーク
日本だけでなく、広く海外もフィールドにおさめた、イワ
タニのガス供給・サービスネットワークは、他社の追随を
許さない充実した活動網です。ガス供給に欠かせない地域
毎のメンテナンス・保安体制の確立をはじめ、各地で手掛
けている製造工場のリニューアルと総合ガスセンター化、
それにオンラインで結んだ産業ガスシリンダーシステム
(INGS)などにも力を注ぎ、つねに最新・最適の供給技術体
制を追求しています。国内、海外の事業所網を通して、安
全・正確・迅速なガス供給とサービスの提供を行なってい
ます。

テキスト
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館林ガスセンター

三重ガスセンター

宇部ガスセンター

INJガスセンター

●シンガポール支社
●北京駐在員事務所
●パース駐在員事務所
●中東駐在員事務所

【支社・支店・駐在員事務所】

●大連岩谷貿易有限公司
●大連岩谷気体機具有限公司
●岩谷(中国)有限公司
●上海岩谷有限公司
●上海石化岩谷気体開発有限公司
●神鋼圧縮機(上海)有限公司
●嘉興岩谷気体有限公司
●武漢岩谷商貿有限公司
●広州岩谷貿易有限公司
●香港岩谷有限公司
●台湾岩谷股份有限公司

【産業ガス関連会社】

●韓国岩谷産業会社
●シンガポール岩谷会社
●イワタニ・ノックスガス会社
●泰国岩谷会社
●マレーシア岩谷会社
●イワタニSIG会社（マレーシア）
●イワタニインダストリアルガスインドネシア
●ベトナム岩谷会社
●フィリピン岩谷会社
●欧州岩谷会社
●米国岩谷会社



私どもは各種産業からの炭酸ガスを有効再利用し、市場に供給していますので大気中の
炭酸ガスを増加させるものではありません。

17.06.IP.PA.500

ご使用の前は、製品安全データシートを必ずお読みください。
二酸化炭素は、不燃性で非引火性の高圧ガスです。
高濃度の二酸化炭素を吸入すると人体に影響を与える恐れがあります。また、液化二
酸化炭素は大気中に放出すると低温のガスと霧状のドライアイスとなるため、これに
触れると凍傷を起こす恐れがあり、眼に入れば失明の恐れがあります。
ご不明の点は当社へお問合わせください。

警告

大阪本社 〒541-0053大阪市中央区本町3-6-4 TEL.(06)7637-3184
東京本社 〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL.(03)5405-5915

●仙台支店 TEL.022-262-2030 ●福島支店 TEL.024-942-1455 ●関東支店 TEL.048-646-7030 ●前橋営業部TEL.027-243-2733 ●新潟営業部 TEL.025-283-5983 ●宇都宮支店TEL.028-625-1225
●つくば支店 TEL.029-823-3691 ●東京支店 TEL.03-5405-5935 ●西東京営業所TEL.042-553-8431 ●甲府営業所TEL.055-268-7611 ●横浜支店 TEL.045-474-3966 ●厚木支店 TEL.046-222-7678
●静岡支店 TEL.054-345-7131 ●名古屋支店 TEL.052-308-3653 ●豊田支店 TEL.0565-74-1766 ●三重支店 TEL.059-355-5530 ●北陸支店 TEL.076-263-1780 ●大阪支店 TEL.06-7637-3285
●京滋支店 TEL.077-511-3720 ●神戸支店 TEL.078-672-1181 ●岡山支店 TEL.086-232-3600 ●広島支店 TEL.082-245-3161 ●山陰営業部TEL.0852-25-8855 ●山口支店 TEL.0834-31-8150
●福岡支店 TEL.092-474-2220 ●北九州営業部 TEL.093-521-5431 ●長崎支店 TEL.0957-55-2131 ●熊本支店 TEL.096-324-8500 ●四国岩谷産業(株) TEL.0877-46-3536




